
市民意見募集（パブリックコメント）結果 

 

 「和歌山市美化推進及び美観の保護に関する条例の一部改正（骨子）案」に対するご意

見を募集した結果、８件のご意見をいただきましたので、次のとおり公表します。 

 

■募集案件の概要 

 

募集案件 「和歌山市美化推進及び美観の保護に関する条例の一部改正（骨子）案」 

受付期間 平成２７年１１月３０日～平成２７年１２月２９日 

ご意見の件数 ７名、８件 

 

 

■ご意見の概要と市の考え方について 

No ご意見の概要 市の考え方 

1 路上喫煙を禁止する場合、喫煙者がス

トレスを感じない程度の喫煙所の設置

を希望します。よろしくお願い致しま

す。 

今回の改正は、ポイ捨ての防止を強化する

ために実施するものであります。喫煙者に

は、マナーやルールを守っていただくこと

を前提に、できるだけストレスがかからな

いような形で実施していきたいと考えて

います。 

2 新聞報道にあったポイ捨て条例ですが

禁煙部分がおかしい！路上禁煙のはず

なのに携帯灰皿があったら条例違反で

はない。喫煙者のストレスを考慮して

とか、受動喫煙被害者の苦しみよりニ

コチン中毒者の欲望が優先される！田

舎道でもない普通の人民が通行する市

内の歩道で禁煙もできないとは。通学

中の高校生も他の吸わない人も苦しん

でいることを忘れずに！ 

今回の改正は、ポイ捨ての防止を強化する

ことを目的に実施するものであります。路

上（屋外）での受動喫煙の被害については、

実証することが困難なため、屋外で規制す

ることは難しい部分があります。しかしな

がら、喫煙者も非喫煙者も同じ社会で共存

していくためには、お互いが譲り合い、ル

ールを守っていくことが重要と考えます。

頂きましたご意見については、十分参考に

していきたいと考えています。 

3 空き缶又は吸い殻等の投棄、飼い犬の

ふんの放置及び路上喫煙の各行為の禁

止については、重点区域に限らず、市

内全域で禁止及び罰金刑にすべきだと

考えます。 

発見されても注意のみで罰則が無いル

本条例の制定された当初は、一部地域にお

いて、ポイ捨て行為について、罰則（罰金

刑）を規定していましたが、その後、ゴミ

量の減少や違反者の検挙実績がなかった

ことなどから、罰則規定を削除しました。

その後、現在に至るまでゴミ量は依然とし



ールは有名無実化します。必ず罰則規

定は盛り込み、実際に検挙する事が必

要だと考えます。しかし、警察官が常

に市内全域のポイ捨てを見回るのは現

実的に不可能なので、市民同士の通報

により、警察官が検挙できる制度作り

が必要だと思われます。具体的には、

スマートフォンの通報専用アプリを開

発し、改竄できない画像・動画情報を

警察に送信する事により、証拠能力十

分な情報を警察が集め、その静止画・

動画の情報と、添付メッセージや通報

者への聞き取りで個人および当人の犯

罪行為を特定・確認できる場合、後日

警察から本人確認の後に検挙できるよ

うにすべきだと考えます。罰金刑以下

の軽犯罪については、全て上記の方法

による検挙を可能とする事で、ゴミの

ポイ捨てやゴミ出しルールを守らな

い、犬の糞を処分しない等、軽度の迷

惑行為は全て撲滅できると思います。

また、スマートフォンに限らず、ネッ

トワーク接続型の監視カメラについて

も、改竄防止機能と共に、警察への通

報機能を持たせる、又は、警察から自

由にアクセスできるようになるような

規格を策定し、それに準拠した機器を

販売すれば、民の資力で警察の監視の

目を拡大する事ができると思いますの

で、そういった IT を利用した監視・

通報・検挙のシステムを構築していた

だきたいと思っています。 

て減少していきているところではござい

ますが、近年観光客が増加していることな

どから、観光地としてより一層発展してい

くために、まちの美化推進及び美観の向上

を目指していくものであります。 

罰則のないルールは有名無実化するとの

ご意見ですが、過去に罰則規定を削除した

経緯や、ゴミ量が減少してきている中で、

個人のモラルに関する事項について、縛り

過ぎることは相応しくないとの考えから、

今回は違反行為に対して、命令までの行政

処分に留めているところです。 

また、スマートフォンを活用したご意見等

についても、システム開発等様々なハード

ルがあるため実施することは困難である

と考えています。 

3-1 犬の散歩等については、たとえ糞を持

ち帰ったとしても、尿は持ち帰れない

ので、公園内へ動物を入れる事を完全

に禁止すべきだと考えます。実際、近

現在、市内の公園では一部において、ペッ

トの立ち入りを禁止し、看板標示にて周知

しいるところであります。いただきました

ご意見については、今後の施策を実施して



所に児童公園があり、砂場があります

が、犬の飼い主が砂場にまで飼い犬を

連れ込んでいます。砂場で尿をされる

と、尿まみれの砂で子供が遊ぶ事にな

るので、非常に不衛生で、安心して子

供を遊ばせる事ができません。飼い犬

の公園への連れ込みを完全に禁止し、

猫の放し飼いも禁止にする事を強く要

望します。これが難しいのであれば、

公園に動物が入って糞尿する事を防止

する別の施策を、各公園に施していた

だきたいです。 

いく上で、十分参考にしてまいりたいと考

えています。 

4 大賛成です。特に多くなった外国人に

有効だと思います。 

規制を強化していく訳ですから、当然外国

人にも分かるような標記をしていかなけ

ればならないと考えています。 

5 ポイ捨てや美観という観点において、

ポケット灰皿等を利用している者から

すると喫煙行為自体を禁止するのは少

し違うような気がします。 

また、設置を許可した灰皿はエリア内

でどの程度（何カ所・何メートル間隔）

想定していますか？ 

喫煙場所を設置した場合、けやき大通

りでも歩道は幅員６～７メートル程度

とあまり広くないため、喫煙者が屯し、

煙や臭いが横を通る通行者に流れるな

どの悪影響も考えられます。 

これらを防ぐための視的、臭気的な部

分へも配慮した喫煙場所の設置をご検

討頂きたい。 

今回の改正は、ポイ捨ての防止を強化する

ために実施するものであります。その一環

として、喫煙行為も一部区域において、“原

則禁止”するものですが、喫煙者も非喫煙

者も同じ社会で共存していくためには、お

互いが譲り合い、ルールを守っていくこと

が重要と考えます。頂きましたご意見につ

いては、十分参考にしていきたいと考えて

います。 

6 路上喫煙が禁止される重点区域につき

ましては、美化推進及び美観の保護の

実効性をより高めるためにも、「条例を

守ることができる環境」を創出するこ

とが最も重要であると考えます。 

喫煙者にマナー向上を訴求するととも

今回の改正は、ポイ捨ての防止を強化する

ために実施するものであります。喫煙者に

は、マナーやルールを守っていただくこと

を前提に、できるだけストレスがかからな

いような形で実施していきたいと考えて

います。 



に、適切な場所に喫煙場所を設けるこ

とによりポイ捨てが減り、「美しいま

ち」の推進に繋がるものと考えます。

また、喫煙場所に「ポイ捨て防止重点

区域」やその内容を記載した灰皿を設

けることで、今後増加が見込まれます

国内外の来訪者にも訴求することがで

き、より一層実効性が上がる条例とな

るものと考えます。条例の制定にあた

りましては、適切な配置および数の喫

煙場所の確保を要望いたします。 

7 喫煙自体が個人の自由意志による行為

であることを考慮すれば、本来、ポイ

捨てや歩きたばこの問題は、たばこを

吸われるお客様のマナーやモラルの問

題であり、条例による規制は望むとこ

ろではありません。しかし、私どもも

ポイ捨てや人ごみでの喫煙は避けるべ

きと考えておりますし、周囲の方々へ

の心配りはたばこを吸われるお客様が

遵守するべきマナーと考えておりま

す。そのため、これまでより喫煙マナ

ーの向上に向けて、街頭での清掃活動

や喫煙マナー啓発活動を重点課題と位

置付け継続的に実施しております。 

しかし、規制によってたばこを吸われ

るお客様が喫煙そのものを制限される

環境になれば、たばこ離れに拍車がか

かり、販売店にとって大きな不安とな

ります。たばこ販売店は法令により認

められた「製造たばこの販売」により、

国および地方自治体に「たばこ税」と

して多大な貢献を行っております。条

例の目的である美化推進と美観保護に

ついては、市の更なる発展のためと理

解いたしますが、たばこ販売店の生活

今回の改正は、ポイ捨ての防止を強化する

ために実施するものであります。喫煙者に

は、マナーやルールを守っていただくこと

を前提に、できるだけストレスがかからな

いような形で実施していきたいと考えて

います。 



権に関わってまいりますので、その制

定にあたっては格別なご配慮をお願い

申し上げます。路上喫煙が禁止される

重点区域につきましては、地域の実情

ならびに特性を十分に考慮するととも

に、たばこ販売店やたばこを吸われる

お客様の立場に立った意見も十分に反

映され、たばこを吸われる方、吸われ

ない方の双方が納得できる必要最低限

の範囲となることを希望いたします。 

 


